
 

広報ゆりほんじょう広告掲載要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、由利本荘市広告掲載要綱（平成１９年由利本荘市告示第５８号。以下「要綱」

という。）及び由利本荘市広告掲載基準（以下「基準」という。）に定めるもののほか、由利本荘

市が発行する広報ゆりほんじょうへの広告の掲載（以下「広告掲載」という。）について必要な事

項を定めるものとする。 

（広告掲載の位置、規格及び枠数） 

第２条 広告掲載の位置、規格及び枠数は、別表第１に定めるところによる。 

（広告掲載の時期） 

第３条 広告を掲載する広報紙は、毎月２回（１日及び１５日）発行（ただし、令和８年４月１日以

降は毎月１回（１日）発行）する広報紙とし、特別号は除くものとする。 

（広告の公募） 

第４条 広告の公募は、広報紙、市のホームページ等により行う。 

２ 市長は、公募を行うにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内を

することができる。 

（掲載申込み） 

第５条 広告掲載をしようとするもの（以下「申込者」という。）は、広報ゆりほんじょう広告掲載

申込書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。  

(1) 業務内容等を明らかにする書類（会社案内、パンフレット等） 

(2) 掲載しようとする広告の原稿案 

２ 掲載の申込みの締切りは、広報紙発行日の２カ月前とする。 

３ 掲載を申し込むことができる広告は、１掲載号につき１件限りとする。 

４ 申込者は、複数の号に掲載を申し込むことができる。ただし、１の年度内８号までを限度とし、

年度を越えないものとする。 

５ 翌年度発行号の申し込みは１月から受け付けるものとする。 

（掲載決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の申込書を受け付けたときは、その内容を審査し、掲載の可否を決定

し、申込者に広報ゆりほんじょう広告掲載・不掲載決定通知書（別記第２号様式）により通知する

ものとする。 

２ 第２条に規定する枠数に達するまでの申し込み順で掲載を決定するものとする。 

３ 広告掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という。）は、市長が指定する期限までに版下

原稿を広報担当課に提出するものとする。 

（掲載料） 

第７条 広告掲載料（以下「掲載料」という。）は、１回につき、１枠あたり２０，０００円とする。 

（掲載料の納入） 

第８条 広告主は、第６条の規定による掲載決定を受けたときは、市長の発する納付書により、指

定する期日までに掲載料を納入しなければならない。 

（広告内容、デザイン等の協議） 

第９条 広告の内容、デザイン等については、市及び広報紙の信用性及び信頼性等を損なうことの



 

ないよう、広告主と市が必ず協議しなければならない。 

（広告内容等の変更） 

第 10条 市長は、広告の内容、デザイン等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがある

とき、又は要綱、基準若しくはこの要領に違反していると判断したときは、広告主に対して広告

の内容等の変更を求めることができる。 

（掲載の取消し） 

第11条 市長は、広告主が、指定する期日までに掲載料を納入しないとき、若しくは版下原稿を提

出しないとき、又は広報紙への広告掲載が適切でないと市長が判断したときは、掲載の決定を取

り消し、広報ゆりほんじょう広告掲載決定取消通知書（別記第３号様式）により当該広告主に通

知するものとする。 

（広告掲載の取下げ） 

第 12条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げようとするときは、広告主は、書面により市長に申し出

なければならない。 

３ 第１項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの掲載料は返還しない。 
（その他） 
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附   則 

この要領は、平成１９年９月１日から施行する。 

附   則 (平成20年1月24日) 

この要領は、平成２０年２月１日から施行する。 

附   則 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

附   則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附   則 

この要領は、令和７年１月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和８年１月１０日から施行する。 

 



 

別表第１（第２条関係） 

広告掲載の位置 

掲載ページ 掲載場所 掲載可能枠 

お知らせページ ５段組み左右見開きの最下部 ４ 枠 

注：同じページで隣り合う２枠を合体し、１枠として使用することもできる。 

広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがある。 

 

広告の規格(大きさ) 

Ａ 号 （１枠） B 号 （２枠合体） 

縦５０㎜×横８７㎜ 縦５０㎜×横１８３㎜ 

 

掲載イメージ 

     

     

     

       

 
 

 
 

     

 
 

④ 
 

 

③ 
 ②  ① 

 

   

 

注：広告欄には、市が作成する枠が付き、欄内に「広告」の文字(クレジット)が入ること。 

２色印刷とするが、黒を除く色の指定はできない。 

原則として文字は８ポイント以上とし、常用漢字表、現代仮名遣い、ローマ字のつづり方、 

外来語の表記、送り仮名の付け方等は、最も新しい内閣告示に準じるものとする。 

「版下原稿」を紙媒体で提出する場合は、白い紙に黒インク又はこれと同等の濃さのもの 
で、原寸大に印刷し提出すること。 

 

下１段目 



 

第１号様式（第５条関係）  

 

広報ゆりほんじょう広告掲載申込書 

 

   年   月   日 

 

由利本荘市長 様 

 

申込者   住所（所在地） 

氏名（名称・代表者名） 

電話番号         FAX 

電子メール 

担当者氏名 

 

「広報ゆりほんじょう」に広告を掲載したいので、広告の原案を添えて下記のとおり申し 

込みます。 

 

記 

 

１ 広告掲載枠       １枠のみ ・ ２枠合体 

２ 掲載希望号  

号（  月  日発行）、   号（  月  日発行） 

号（  月  日発行）、   号（  月  日発行） 

号（  月  日発行）、   号（  月  日発行） 

３ 広告掲載料の

支払い  

広告掲載が決定されたときは、「由利本荘市広報紙広告掲載要領」

に従い広告掲載料を支払います。 

４ その他 ・由利本荘市の広告関連規定を遵守します。 

【添付書類】 

１ 会社案内、パンフレット等業務内容等がわかる書類 

２ 掲載しようとする広告図案 

 

 

※この欄は記入しないでください。  

審 査 備 考 

審査日時  

結 果  

  年  月  日  

□掲載   □否掲載  

 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

 

第     号  

                            年  月  日 

  

様  

 

由利本荘市長        印 

 

 

広報ゆりほんじょう広告掲載・不掲載決定通知書  

 

広報ゆりほんじょう広告掲載要領第６条の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知しま

す。  

 

記 

 

１ 掲載 

  

２ 不掲載  

（不掲載の理由                             ） 

 

１ 広告掲載枠      １枠のみ ・ ２枠合体 

２ 広告内容   

３ 掲載号  号（  月  日発行）、  号（  月  日発行） 

号（  月  日発行）、  号（  月  日発行） 

号（  月  日発行）、  号（  月  日発行） 

４ 版下提出期限  年   月   日 

５ 広告掲載料               円 

 納入期限  年   月   日  

摘  要  １ 広告掲載料は、納入通知書に明記されている期日までに一 

括前納してください。 

２ 編集作業上、支障が生じたときは、協議のうえ、広告掲載 

の希望発行日を変更させていただく場合があります。 

３ 校正漏れによる内容の不備については、市はいかなる補償 

 も行いませんので、校正作業は慎重・確実に行ってください。

４ 広告欄には、市が作成する枠が付き、欄内に「広告」の文 

字が入ります。 

５ 広告は２色印刷ですが、黒を除く色の指定はできません。 

６ 原則として、文字は８ポイント以上としてください。 

７ 「版下原稿」を紙媒体で提出される場合は、白い紙に黒イ 

ンク又はこれと同等の濃さのもので原寸大に印刷し、提出し 

てください。 



 

第３号様式（第１１条関係）  

第      号 

                        年   月   日  

 

様 

 

由利本荘市長          

 

広報ゆりほんじょう広告掲載決定取消通知書  

 

年 月 日付け 第   号で決定した、広報ゆりほんじょうへの広告掲載につい

て、  

次のとおり掲載の決定を取り消したので通知します。  

 

記  

 

取消理由  

印 


